
上田税務署 

確定申告会場のご案内
確定申告会場の開設期間は、 

令和７年２月 17日（月）から３月 17日（月）までです。 
上記の開設期間より前は、事前予約による相談を行っております。 

会    場 上田税務署 

所 在 地 上田市中央西２丁目６番２２号 

案 内 図

〇 北陸新幹線・しなの鉄道  上田駅(お城口)から徒歩 25分又は 

                上田駅(お城口)から千曲バス(秋和行) 

                「花園」停留所下車徒歩５分 

受 付 時 間

相談受付：午前８時30分から午後４時（入場整理券配付終了まで） 

相談開始：午前９時から 

※ 入場整理券の配付状況により、午後４時前に相談受付を終了する場合があります。 

問 合 せ 先
上田税務署 

TEL：０２６８－２２－１２３４（自動音声が流れますので、「０番」を選択してください。） 

留 意 事 項
上田税務署敷地内、近隣駐車場には駐車台数に限りがありますので、公共交通機関の利用

をお願いいたします。 



【 開 催 日 程 】

所得税の確定申告書をスマホで作成・送信してみませんか！！

一度経験していただければ、来年以降は、自宅等から確定申告の作成・送信

が簡単にできますので、是非、お気軽にご参加ください。

【 主 な 内 容 】

30分程度ご持参いただいたスマホを使用して所得税申告書の作成方法

等の講習を行います。

講習終了後は、ご持参いただいた源泉徴収票等の情報を基に実際に

ご自身の確定申告書を作成していただき送信（提出）まで行います。

○ 上田税務署職員及び坂城町役場職員がスマホ操作や入力をサポートします。

○ スマートフォンにマイナポータルアプリの事前ダウンロードをお願いいたします。

上田税務署

マイナポータルのダウンロードはこちら マイナポータルのよくあるご質問はこちらから

お役立ちＱＲ

マイナンバーカー ド方式による

スマホ申告講習会 のご案内

開 催 日 時 開 催 場 所 定 員 お 問 合 せ 先

令和７年１月27日（月）
10時00分～1２時00分

坂城町役場 講堂
(坂城町大字坂城10050番地)

４０名

（申込期限：事前予約制） 坂城町役場
総務課 税務係

（℡0268-７５-６２０６）令和７年１月27日（月）
13時３0分～1５時３0分

坂城町役場 講堂
(坂城町大字坂城10050番地）

４０名

（申込期限：事前予約制）

【対象者】
・令和６年分の確定申告をする方で、収入が給与や年金の方

【持ち物】
・マイナンバーカード読取対応のスマートフォン
・マイナンバーカード及び取得した際に設定したパスワード
・申告に必要な書類
（源泉徴収票、生命保険料等の支払証明書など）
※医療費控除を受ける方は、事前に明細書を作成願います。

AndroidiPhone

確定申告書の作成はこちら



【 開 催 日 程 】

所得税の確定申告書をスマホで作成・送信してみませんか！！

一度経験していただければ、来年以降は、自宅等から確定申告の作成・送信

が簡単にできますので、是非、お気軽にご参加ください。

【 主 な 内 容 】

30分程度ご持参いただいたスマホを使用して所得税申告書の作成方法

等の講習を行います。

講習終了後は、ご持参いただいた源泉徴収票等の情報を基に実際に

ご自身の確定申告書を作成していただき送信（提出）まで行います。

○ 上田税務署職員及び青木村役場職員がスマホ操作や入力をサポートします。

○ スマートフォンにマイナポータルアプリの事前ダウンロードをお願いいたします。

上田税務署

マイナポータルのダウンロードはこちら マイナポータルのよくあるご質問はこちらから

お役立ちＱＲ

マイナンバーカー ド方式による

スマホ申告講習会 のご案内

開 催 日 時 開 催 場 所 定 員 お 問 合 せ 先

令和７年１月28日（火）
10時00分～1２時00分

青木村役場 会議室１
(青木村大字田沢１１１番地)

２０名

（申込期限：先着順） 青木村役場
税務会計課 税務係

（℡0268-49-0111）令和７年１月28日（火）
13時３0分～1５時３0分

同上 同上

【対象者】
・令和６年分の確定申告をする方で、収入が給与や年金の方

【持ち物】
・マイナンバーカード読取対応のスマートフォン
・マイナンバーカード及び取得した際に設定したパスワード
・申告に必要な書類
（源泉徴収票、生命保険料等の支払証明書など）
※医療費控除を受ける方は、事前に明細書を作成願います。

AndroidiPhone

確定申告書の作成はこちら



【 開 催 日 程 】

所得税の確定申告書をスマホで作成・送信してみませんか！！

一度経験していただければ、来年以降は、自宅等から確定申告の作成・送信

が簡単にできますので、是非、お気軽にご参加ください。

【 主 な 内 容 】

30分程度ご持参いただいたスマホを使用して所得税申告書の作成方法

等の講習を行います。

講習終了後は、ご持参いただいた源泉徴収票等の情報を基に実際に

ご自身の確定申告書を作成していただき送信（提出）まで行います。

○ 上田税務署職員及び東御市役所職員がスマホ操作や入力をサポートします。

○ スマートフォンにマイナポータルアプリの事前ダウンロードをお願いいたします。

上田税務署

マイナポータルのダウンロードはこちら マイナポータルのよくあるご質問はこちらから

お役立ちＱＲ

マイナンバーカー ド方式による

スマホ申告講習会 のご案内

開 催 日 時 開 催 場 所 定 員 お 問 合 せ 先

令和７年１月29日（水）
10時00分～1２時00分

中央公民館 ２階講義室
(東御市県288番地４)

150名

（事前予約制） 東御市役所
市民生活部 税務課

（℡0268-64-5877）令和７年１月29日（水）
13時３0分～1５時３0分

同上 同上

【対象者】
・令和６年分の確定申告をする方で、収入が給与や年金の方

【持ち物】
・マイナンバーカード読取対応のスマートフォン
・マイナンバーカード及び取得した際に設定したパスワード
・申告に必要な書類
（源泉徴収票、生命保険料等の支払証明書など）
※医療費控除を受ける方は、事前に明細書を作成願います。

AndroidiPhone

確定申告書の作成はこちら



【 開 催 日 程 】

所得税の確定申告書をスマホで作成・送信してみませんか！！

一度経験していただければ、来年以降は、自宅等から確定申告の作成・送信

が簡単にできますので、是非、お気軽にご参加ください。

【 主 な 内 容 】

30分程度ご持参いただいたスマホを使用して所得税申告書の作成方法

等の講習を行います。

講習終了後は、ご持参いただいた源泉徴収票等の情報を基に実際に

ご自身の確定申告書を作成していただき送信（提出）まで行います。

○ 上田税務署職員及び千曲市役所職員がスマホ操作や入力をサポートします。

○ スマートフォンにマイナポータルアプリの事前ダウンロードをお願いいたします。

上田税務署

マイナポータルのダウンロードはこちら マイナポータルのよくあるご質問はこちらから

お役立ちＱＲ

マイナンバーカー ド方式による

スマホ申告講習会 のご案内

電話予約の
お 問 合 せ

令和７年１月31日（金）
10時00分～1２時00分

千曲市役所
301会議室
(千曲市杭瀬下２丁目１番地)

５０名
申込期間：1/6(月)～1/30(木)
申込方法：事前電話予約制
※右記番号にお掛け下さい。

千曲市役所
総務部 税務課

（℡026-273-1111）
内線1141

【対象者】
・令和６年分の確定申告をする方で、収入が給与や年金の方

【持ち物】
・マイナンバーカード読取対応のスマートフォン
・マイナンバーカード及び取得した際に設定したパスワード
・申告に必要な書類
（源泉徴収票、生命保険料等の支払証明書など）
※医療費控除を受ける方は、事前に明細書を作成願います。

AndroidiPhone

確定申告書の作成はこちら

開 催 日 時 開 催 場 所 定 員 申込期間・方法



【 開 催 日 程 】

所得税の確定申告書をスマホで作成・送信してみませんか！！

一度経験していただければ、来年以降は、自宅等から確定申告の作成・送信

が簡単にできますので、是非、お気軽にご参加ください。

【 主 な 内 容 】

30分程度ご持参いただいたスマホを使用して所得税申告書の作成方法

等の講習を行います。

講習終了後は、ご持参いただいた源泉徴収票等の情報を基に実際に

ご自身の確定申告書を作成していただき送信（提出）まで行います。

○ 上田税務署職員及び長和町役場職員がスマホ操作や入力をサポートします。

○ スマートフォンにマイナポータルアプリの事前ダウンロードをお願いいたします。

上田税務署

マイナポータルのダウンロードはこちら マイナポータルのよくあるご質問はこちらから

お役立ちＱＲ

マイナンバーカー ド方式による

スマホ申告講習会 のご案内

開 催 日 時 開 催 場 所 定 員 お 問 合 せ 先

令和７年１月30日（木）
10時00分～1２時00分

長和町役場 第一会議室
(長和町古町4247番地１)

１５名

（申込期限：事前予約制） 長和町役場
住民生活課 税務係

（℡0268-75-2063）令和７年１月30日（木）
13時３0分～1５時３0分

同上 同上

【対象者】
・令和６年分の確定申告をする方で、収入が給与や年金の方

【持ち物】
・マイナンバーカード読取対応のスマートフォン
・マイナンバーカード及び取得した際に設定したパスワード
・申告に必要な書類
（源泉徴収票、生命保険料等の支払証明書など）
※医療費控除を受ける方は、事前に明細書を作成願います。

AndroidiPhone

確定申告書の作成はこちら


